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高年齢者の労働災害防止のための指針 

高年齢者の労働災害 

防止のための指針 

事業主が講ずべき措置（概要） 

高年齢労働者の労働災害の防止を図るため、高年齢者の特性

に配慮した作業環境の改善、作業管理その他必要な措置を講ず

ることが、事業者の努力義務に （令和 8 年 4 月 1 日～） 

【お問い合わせ先】千葉労働局 健康安全課 043-221-4312 

高 年 齢 者 の 労 働 災 害  

死傷者数 休業見込み期間 ともに増加 

 

 

 


